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会員の皆さんの日々の活動が認められました。

おめでとうございます！

これからの活躍も期待しています。

　上板町消費者協会が、消費者庁長官より贈られる

「ベスト消費者サポーター章」を受賞されました！

上板町消費生活相談窓口からのお知らせ上板町消費生活相談窓口からのお知らせ

健康食品の送りつけ

商法にご注意！

上板町消費生活相談窓口　TEL 6 9 4 − 6 8 1 6
月〜金曜日　9：00〜16：30（土日・祝日はお休みです）

役場東隣　上板町農村環境改善センター事務所内

「注文された健康食品が準備できた

ので送る」と知らない業者から電話があった。「頼ん

でない」と断ると「注文を受けた時の録音がある。

買わないと裁判にする」と言って脅された。

●注文した覚えがなく断ると、脅してくる手口が見

られます。

●身に覚えがなければきっぱり断り、それでも商品

が届いた場合は業者名、住所、電話番号を控えた

上で受取り拒否しましょう。

●商品を受取ってしまってもクーリング・

オフができる場合があるので、困った

時はご相談ください。

　住民の皆さんから役所の仕事に対

する苦情や要望などの相談を受け、

必要に応じて関係行政機関にあっせ

んを行います。

　相談は無料で、秘密は固く守られ

ますので、お気軽にご相談ください。

一日行政相談所
開設予定日

13時30分〜16時

上板町老人福祉センター

開 設 日

開設時間

開設場所

７月17日（水）

　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
日
、

上
板
町
役
場
に
お
い
て
西
日

本
高
速
道
路
㈱
か
ら
上
板
町

に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
平
成
二
十
四
年
十

一
月
十
六
日
・
十
七
日
に
上

板
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
で

﹁
ま
っ
ち
ん
ぐ
フ
ェ
ス
タ　
in

上
板
﹂
を
西
日
本
高
速
道
路

㈱
四
国
支
社
等
と
共
催
で
開

催
し
、
イ
ベ
ン
ト
メ
ニ
ュ
ー

な
ど
の
計
画
か
ら
運
営
ま
で

を
積
極
的
に
協
力
し
た
こ
と

に
対
し
、
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

五
月
二
十
五
日
、
上
板
町
中
央
公
民
館
に

お
い
て
平
成
二
十
五
年
度
戦
没
者
追
悼
式
が

遺
族
関
係
者
約
九
十
名
出
席
の
も
と
、
厳
粛

に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

式
で
は
戦
没
者
六
二
六
柱
の
冥
福
を
祈
り
、

参
加
者
全
員
で
黙
と
う
が
捧
げ
ら
れ
、
納
田

町
長
の
追
悼
の
こ
と
ば
を
は
じ
め
と
し
て
、

来
賓
の
方
々
の
追
悼
の
こ
と
ば
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
参
加
者
は
献
花
を
行
い
、
戦
火
に

散
っ
た
戦
没
者
の
方
々
に
哀
悼
の
意
を
捧
げ
、

日
本
の
恒
久
平
和
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
上

板
町
遺
族
会

正
木
会
長
か

ら
謝
辞
を
述

べ
ら
れ
、
式

は
厳
か
に
終

了
し
ま
し
た
。

平成２５年度　戦没者追悼式行われる

平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度平成２５年度
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平
成
二
十
五
年
六
月
三
日
、

平
成
二
十
五
年
度
徳
島
県
表

彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

氏
は
、
上
板
町
議
会
議
員

と
し
て
平
成
七
年
十
月
に
就

任
以
来
、
平
成
二
十
三
年
九

月
ま
で
の
長
き
に
亘
り
、
本

町
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を

さ
れ
、
こ
れ
ら
の
功
績
が
認

め
ら
れ
て
、
今
回
の
栄
え
あ

る
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

　

氏
の
受
賞
を
称
え
る
と
と

も
に
、
今
後
益
々
の
ご
健
康

と
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

川　田　　　仁　氏
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　応募に関する詳細事項につきましては町ホームページの募集記事をご覧いただくか、

上板町役場　産業課（694−6806）までお問い合わせください。

　「上板町」の観光振興、特産品及び町のＰＲを目的に、皆様に愛される

観光イメージキャラクターを募集中です。

　ご提案いただいたデザインは、原案として町のホームページや各種資

料への掲載、着ぐるみ製作も予定しておりますので、是非上板町の「ゆるキャラ」の生み

の親になってみませんか。

　募集締切りは【平成25年９月４日（水）必着（郵送の場合は消印有効）】です。

　皆様のご応募をお待ちしております。

　９月15日（日）に実施する平成25年度敬老会において、結婚60年（ダイヤ

モンド婚）を迎えたご夫婦のお祝いをする予定です。

　次の基準に該当される方は、福祉保健課までお申込みください。

　なお、お申込みいただいたご夫婦には、後日招待状を送付します。

昭和28年１月１日〜昭和28年12月31日の間に、ご結婚された上板町在住のご夫婦該 当 基 準

平成25年８月16日（金）申込締切日 上板町役場　福祉保健課（TEL 694−6810）お問い合わせ先

　

平
成
二
十
五
年
五
月
十
九
日︵
日
︶
に
板
野
西

部
消
防
署
で
上
板
町
消
防
団
員
十
四
名
が
普
通

救
命
講
習
を
受
講
し
ま
し
た
。

　

講
義
で
は
A
E

D
の
使
用
法
、
心

肺
蘇
生
法
な
ど
を

学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
講
習
は
、

消
防
団
員
の
技
術

向
上
の
た
め
、
平
成
二
十
五
年
二
月
か
ら
毎

月
第
三
日
曜
日
に
講
義
を
受
講
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
技
術
向
上
の
た
め
、
訓
練
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。
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平
成
二
十
五
年
六
月
九
日

︵
日
︶に
上
板
町
フ
ァ
ミ
リ
ー

ス
ポ
ー
ツ
公
園
で
第
二
十
八

回
上
板
町
消
防
団
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
大
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

大
会
は
納
田
町
長
及
び
中

川
団
長
の

始
球
式
で

開
始
し
、

計
五
試
合

の
熱
戦
が

行
わ
れ
ま

し
た
。

　

優
勝
は
第
三
分
団
で
し
た
。
第
三
分
団

の
皆
さ
ん
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
七

月
二
十
八
日
︵
日
︶の
郡
大
会
も
頑
張
っ
て

く
だ
さ
い
。

第第２８回２８回上板町消防団上板町消防団
ソフトボール大会ソフトボール大会
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上
板
町
消
防
団

上
板
町
消
防
団

普
通
救
命
講
習
を
受
講
し
ま
し
た
。

　

普
通
救
命
講
習
を
受
講
し
ま
し
た
。
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　近年、アパートやマンション等の集合住宅が増加し、地番だけでは住所がわかりにくくなってい

ます。そのため、上板町では平成25年７月１日以降に転入・転居等で住所異動される方から、住民

票の住所欄にアパート名や部屋番号を記載します。

【この頁に関するお問い合わせ先】　上板町役場　住民課　TEL 694−6809

※平成25年７月以前に転入・転居された方については現行の住所表記のまま変更はありません。

　ただし申出により部屋番号を記載できますので希望される方は住民課窓口までお越しください。

【住民票における住所の表記例】

上板町七條字経塚４２番地

松島アパートの　Ａ棟１０１号室　　にお住まいの場合

変更後 上板町七條字経塚４２番地　松島アパートＡ棟１０１号室

現　行 上板町七條字経塚４２番地

⇩

７月１日から集合住宅（アパート・マンション等）に

住所異動される方の住民票の住所表記を変更します。

７月１日から集合住宅（アパート・マンション等）に

住所異動される方の住民票の住所表記を変更します。

　通常住民票の写しは、住民登録をしている市町村でしか交付を受けることができませんが、本

人及び同じ世帯の方の住民票の写しは、他市町村の窓口で交付が受けられます。

●　広域住民票の交付が受けられます

　「住基カード」とは、セキュリティに優れたＩＣカードで、「写真付住基カード」は公的な身分

証明書としても使えます。また、カード所有者は転入届の特例が受けられ、引っ越しの際、転出

証明書が不要となります。

　さらには、カードに電子証明書を格納することで、一部の行政事務においてインターネット申

請ができます。なお、カード取得には７月８日以降に役場で申請が必要で、手数料（500円）が

かかります。

●「住基カード」が交付可能になります

　日本人住民の方と同じように、住民票コード（「住基ネット」における

本人確認を行うにあたって必要な無作為の 11 桁の番号）が付番されます。

　運用開始後、外国人住民の方へ住民票コード通知票を順次送付します。

●　住民票コードが付番されます

平成25年7月8日より外国人住民の方についても「住基ネット」

（住民基本台帳ネットワークシステム）の運用が開始されます。

これにより、外国人住民の方も、以下のサービスを受けられ

ます。
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　地域の寄り合いや各種団体の研修会等で、概ね20

人以上が参加する集会・会合とします。

講座の内容

　所定の「申込書」により、講座開催日の概ね２週

間前までに、上板町役場　総務課　にお申し込みくださ

い。なお、市町村の区域を越えて活動している団体

等の場合は、徳島県防災人材育成センターまたは最

寄りの県総合県民局に直接ご連絡ください。

　徳島県立防災センターで、寄り合い防災講座を実

施することもできますので、どうぞお気軽に当セン

ターをご活用ください。

※営利、政治活動または宗教活動を目的とする集会

等の場合は、お受けいたしません。

※当講座は、県立総合大学校「まなびーあ徳島」危

機管理学部の主催講座として実施しており、南部

校及び西部校においても実施します。

　職員の派遣費用は無料です。

下のテーマからお選びください

⑴　基本講座

　　（地震・津波の特徴、家庭・地域でできること）

⑵　個別講座

　①中央構造線活断層帯直下型地震への備え

　②災害時のボランティア活動

　③消防団の活動

　④災害時の要援護者対策

　⑤障害種別の特性に応じた防災対策

　⑥災害時の健康管理について

　⑦企業防災について

　⑧農林水産業における災害への備え

　⑨住宅・建築物の耐震化

　⑩水害に備えて

　⑪土砂災害に備えて

　⑫ダムの役割

　⑬災害時のペット対策

防災すだちくん

　徳島県では、地域の寄り合いや各種団体の研修会等に職員が出向

き、南海トラフ巨大地震をはじめ、地震・津波の特徴などを分かり

やすく説明し、家庭や地域でできる日頃の備えについて皆様と考え

る「とくしま−０（ゼロ）作戦」防災出前講座を実施しています。

１ 対象2

申込み方法3

費用4

その他5

■徳島県危機管理部防災人材育成センター（県立防災センター内）
　TEL：088−683−2100　FAX：088−683−2002　E-Mail：bousaijinzaiikusei@pref.tokushima.lg.jp

■南部総合県民局津波減災部
　TEL：0884−74−7273　FAX：0884−77−3851　E-Mail：nanbu_tg@pref.tokushima.lg.jp

■西部総合県民局企画振興部危機管理担当
　TEL：0883−53−2392　FAX：0883−53−2434　E-Mail：seibu_k_mm@pref.tokushima.lg.jp

申込書等はこちらから・・・安心とくしまポータルサイト： http://anshin.pref.tokushima.jp/

お問い合わせ先
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再就職をめざす求職者の方を対象に職業訓練を実施しています。

入所を希望される方はご相談ください。

❶日　　　時　　平成25年８月２日（金）　午後１時〜午後５時まで

❷場　　　所　　あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）　４階　第二会議室

　　　　　　　　徳島市藍場町２丁目14番地

❸相談の内容　　民事問題（土地建物、交通事故、金銭、雇用問題など）

　　　　　　　　家事問題（離婚、相続、夫婦・親子関係など）

❹相　談　者　　弁護士を含む調停委員　10名程度

❺主　　　催　　徳島調停協会（徳島地方・家庭裁判所内）

　民事問題（土地建物、交通事故、金銭など）、家事

問題（離婚、相続、親子関係など）でお困りの方は、

調停委員が無料で相談に応じます。

　相談は当日、受付順に行いますので予約は不要です。

お問い合わせは（土日祝を除く、平日9：00〜17：00）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

徳島職業能力開発促進センター（TEL 088−654−5102）まで。

無料調停相談所の開設

お問い合わせ先　TEL 088−626−1587

無料調停
相談案内

予約
不要

対 象 者　公共職業安定所に求職の申し込みをしている方等。
　　　　　※選考があります。詳しくは下記「お問い合わせ」まで

　　　　　※受講料は無料、テキスト代等は必要です。

募集期間　７月１日（月）〜８月５日（月）

対 象 者

募集期間

●

　金属加工製品の製造に必要な図面の見方、各
種工具の取り扱いをはじめ、各種溶接加工法の
知識・技能を学び、金属加工製品の製作に必要
な能力の習得を目指します。
〔訓練期間：９月２日(月)〜２月28日(金)〕

■溶接加工科募
集
訓
練
科

労働保険の
年度更新のお知らせ

労働保険の
年度更新のお知らせ
　平成25年度の労働保険の年度更新手

続きは、お済みでしょうか。

　まだ手続きがお済みでない事業主の方

は、７月10日（水）が申告・納付期限と

なっておりますので、すみやかに、申告・

納付されますようお願いいたします。

　詳しくは、徳島労働局　労働保険徴収

室（TEL 088−652−9143）へお問い

合わせください。

　事業主各位
徳島労働局　　

平成25年度

上 板 町 職 員
採用試験案内
上 板 町 職 員
採用試験案内
上 板 町 職 員
採用試験案内

平成25年９月22日（日）試　験　日

平成26年４月１日以降採　用　日

平成25年７月22日（月）〜
　　平成25年８月５日（月）

申 込 受 付
期　　　間

※この試験についてのお問い合わせは、上板町役場総務課（TEL：６９４−６８０１）へお願いします。

１．試験区分、採用予定人数及び職務の内容

職　務　の　内　容採用予定人数試　験　区　分

上板町の各部署において、一般行政事務に従事します。３名程度高等学校卒業程度一 般 事 務

２．受験資格

受　　験　　資　　格試　験　区　分

昭和 58 年 4 月 2 日から平成 8 年 4 月 1 日までに生まれた者。高等学校卒業程度一 般 事 務

３．試験の日時及び試験場

試　　験　　場試　験　日　時区　　分

徳島文理大学　９号館　人間生活学部棟
（徳島市山城町西浜傍示１８０）
※試験場への車の乗り入れは、送迎を含め固く禁止し

ます。

平成２５年９月２２日（日）
（１）開場時間　９時
（２）試験時間
　　○一般事務　１０時から１２時まで

第 １ 次 試 験

上板町役場平成２５年１１月中旬予定第 ２ 次 試 験

４．試験の方法　　第１次試験は、次のとおり行います。

試験の内容時　　　間試 験 種 目

公務員として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の
択一式による筆記試験を行います。

１０時から１２時まで教養試験
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備　考指 導 者 等会　　場開 設 日 時教　室　名

８月１２日
休み

井上　聡（サッカー協会公認指導者）
多富義和（町スポーツ推進委員）

東光小学校体育館
第２・４　月曜日
１８：３０〜２０：００

キ ッ ズ サ ッ カ ー
４ 歳 〜 小 学 ３ 年

①

８月１２日
休み

勝占公美子
トクシマフィットネスラボ

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第２・４　月曜日
１９：３０〜２０：２０

体 ス ッ キ リ 体 操②

８月１２日
休み

勝占公美子
トクシマフィットネスラボ

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第２・４　月曜日
２０：２５〜２１：１５

リ フ レ ッ シ ュ ヨ ガ③

宮川一宏
県ウエイトリフティング協会

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第１・３　月曜日
１９：３０〜２０：３０

筋 力 ア ッ プ　 教 室④

田村靖明　笠井千夏　加藤達也
鴨島病院理学療法士

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第１・３　火曜日
１８：００〜１９：００

子どもの運動神経発達
教室（小学１〜３年）

⑤

８月１３日
休み

清水知佳
鴨島病院理学療法士

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第２・４　火曜日
１９：３０〜２０：３０

バ ラ ン ス ボ ー ル で
ス ト レ ッ チ

⑥

８月１４日
休み

上板ふれあいクラブ
太極拳愛好会

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

毎週　　　水曜日
１３：３０〜１５：００

太 極 拳⑦

８月１２日
８月１４日

休み

長谷部裕之
健康運動指導士

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第１以外の月曜日
１３：３０〜１４：３０
毎週　　　水曜日
１９：３０〜２０：４０

シェイプアップ体操⑧

安永成子
ハワイアンフラインストラクター

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第２・４　木曜日
１３：３０〜１４：３０

フ ラ ダ ン ス⑨

８月１５日
休み

武市みつ子
羽衣体操教室
健康運動指導士

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

第１・３木曜日（３〜６年）
第２・４木曜日（幼〜２年）
１８：３０〜１９：３０

キ ッ ズ ダ ン ス⑩

８月１５日
休み

稲岡崇安
岡本富美子

松島小学校　体育館
お好きな時間帯にどうぞ

毎週　　　木曜日
１９：００〜２１：００

さ わ や か
バ ド ミ ン ト ン

⑪

前田和子　
日体協公認指導員

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

毎週　　　金曜日
１９：００〜２０：００

貯 筋 体 操
（阿波踊り体操）

⑫

貸出ラケット有
高橋勝俊（町スポーツ推進委員）
上板テニスクラブ会長

ファミリースポーツ公園
テニスコート

第２・４　金曜日
２０：００〜２１：３０ 

み ん な の テ ニ ス⑬

前田和子　
町ウオーキング会長

集合：上板町役場玄関前
（約５㎞コース）

第１・３　土曜日
９：００〜１１：００

ウ オ ー キ ン グ⑭

室内用運動靴
持参

スポーツ推進委員等のみなさん
農村環境改善センター
多目的ホール

第２・４　土曜日
１３：００〜１４：３０

カ ロ ー リ ン グ⑮

室内用運動靴
持参

吉住勝己
板野郡卓球協会会長

農村環境改善センター
多目的ホール

第２・４　土曜日
１３：００〜１４：３０

卓 球⑯

室内用運動靴
持参

岡田知大　増岡志郎
県バドミントン協会

農村環境改善センター
多目的ホール

第２・４　土曜日
１４：３０〜１６：００

バ ド ミ ン ト ン
［上達コース有］

⑰

室内用運動靴
持参

西條勝行　
県バウンドテニス協会

農村環境改善センター
多目的ホール

第２・４　土曜日
１９：００〜２１：００

バ ウ ン ド テ ニ ス⑱

室内用運動靴
持参

神野美昭　神野ナミコ
日体協公認指導員

中央公民館大会議室
（役場２階）

毎週　　　土曜日
１５：００〜１７：００

ダ ン ス ス ポ ー ツ　⑲

会員外３００円
お友達や家族で卓球を楽しみま
せんか（貸ラケット有）

上板ふれあいクラブ
（ＩＴセンター内）

月〜金曜日
１３：００〜２０：３０
土曜日
１０：００〜１８：００

卓 球 を 楽 し も う
筋 力 ト レ ー ニ ン グ

　●入会の申込は下記の事務局へお越しください。（必要事項を記入し会費と保険料を添えて提出していただきます。）

　　事務局開設時間：月〜金曜日１３：００〜２０：３０　土曜日１０：００〜１８：００

　●入会申込書は、上板町ＩＴセンターにあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　上板町ＩＴセンター内　「上板ふれあいクラブ事務局」　http://kamiita.lets-sports.net
　　　〒７７１−１３０１　板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺１番地８　TEL ６３７−６００６

【教室活動】専門の指導者が指導します。日曜・祝日休み（８月１２日〜１５日迄　お盆休み）

※会員以外の小・中学生の方は、夏休み期間の第２・４土曜日の改善センター２階の教室を１００円（保険代）で使用できます。

申込・お問い合わせ先
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　上板町では、地球温暖化防止並びに省エネルギーを図り、さらには食育に取り組むため、

町民を対象にゴーヤー苗の無料配布や保育所、幼稚園及び小中学校においてゴーヤーによる

緑のカーテン事業を実施し、緑のカーテンを普及させる運動を展開しています。その一環と

して、本年度も緑のカーテンコンテストを行います。

【主催】

上 板 町

応募資格　　県内に設置されたゴーヤーによる緑のカーテンであること。

応募方法　　応募用紙に必要事項を記入し、写真を添えて下記応募先まで提出して

　　　　　　ください。写真は最大５枚までとします。

応募締切　　平成25年８月23日（金）　午後５時必着

応　募　先　　上板町役場　環境保全課　緑のカーテンコンテスト係

　　　　　　〒771−1392　徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地

　　　　　　TEL：6 9 4 −6 8 1 3　　FAX：6 9 4 −5 9 0 3

　　　　　　E-mail ka@townkamiita.jp

審査基準　　規模・完成度・アピール・工夫・効果を総合的に審査します。

　　　　　　※現地確認を行う場合もあります。

賞　　　　　最優秀賞１点・優秀賞３点・アイデア賞１点を予定。副賞あり。

結果発表　　広報かみいた及び町ホームページ等で発表します。

1

2

3

4

5

6

7

（お問い合わせ）

（抜粋）応 募 要 領

応募の際の注意事項
①　応募いただいた内容及び写真は広報等で使用する場合がありますので、

　　了承のうえ応募してください。

②　応募用紙と写真は返却いたしません。

③　応募に伴う一切の費用は応募者の負担とします。

④　電子メールによる応募は、1Ｍバイト以内とし画像データはjpg形式

　　としてください。
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　皆さんのご家庭では、リサイクル可能な資源物を可燃ごみとして出していませんか。

大切な資源物が可燃ごみとして処理されています。特に、「雑がみ」の混入を多く見受けます。「雑

がみ」を知り、適切に分別排出することで資源の有効利用とごみを減量することができ、日本国内

にとどまらず世界の森林保全等に役立ちます。

　新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外のリサイクルできる紙です。

　具体的には、紙箱、菓子箱、ティッシュの箱、紙袋、包装紙、

コピー用紙、封筒、はがき、パンフレット、トイレットペーパー

やラップの芯、名刺などです。

　何気なく可燃ごみに捨ててしまっているメモ用紙や

封筒などは実は資源化することができるのです。

　大きさを揃えて紙ひも等で固く縛る。

（細かいものは紙袋に入れる）

　毎月第４日曜日、午前８時から午前10時30

分まで、役場玄関前駐車場で実施予定の資源

物（古紙等）の回収日に持ち込んでください。

雑がみはどうやって

出せばいいの？

新聞・雑誌・

段ボール・紙パック・

雑がみ以外の紙類は？

　可燃ごみに出してください。

　具体的に、使い終わったティッシュやキッチンペーパー、防

水加工された紙（紙コップ紙皿、ヨーグルト容器など）、カーボ

ン紙（宅配便の複写伝票など）、圧着はがき、インクジェットは

がき、感熱紙（レシート、ファックス用紙など）、写真、

感光紙、金・銀などの金属が箔押しされた紙、臭いの

ついた紙（石けんの個別包装紙、紙製の洗剤容器、

線香の紙箱など）です。

雑がみとは？
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　固定資産税は毎年１月１日に土地・家屋を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定さ

れた税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

　家屋の全部又は一部を取り壊したときはご連絡ください。後日、担当職員が調査の上、当該家

屋について家屋課税台帳等の変更をいたします。

　固定資産税は、賦課期日(1月1日)において存在する固定資産に課税されます。そのため、年度

途中にお取り壊しになった家屋も当該年度は課税され、翌年度から課税されないこととなります。

○転居等により固定資産税納税通知書の送り先が変わるとき

固定資産税とは

税額算定〜納税までのあらまし

固定資産税とは

税額算定〜納税までのあらまし

　固定資産を評価し、その評価額を基に課税標準額を算定します。

家屋調査を行い、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水

などの設備の状況を調査します。

調査した資材等について、国が示す「固定資産評価基準」に定める単価を適用して、

評価額を算出します（家屋については評価額＝課税標準額です）。

これは、購入費用に関わらず、資産価値に応じた公平な評価を行うためです。 

家屋

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価し、その評価額

に登記簿に登記されている地積を乗じて算出します。

宅地については、状況類似区域ごとに決められている標準宅地の平方メートル単価に、

状況に応じ比準割合を掛けて評価額を算出します。

確定した評価額を基に課税標準額を算出します。 

土地

１　課税標準額の算出

２　税額について

３　納付について

４　以下の項目に該当する方は、ご連絡ください

【算出方法】

○家屋の全部又は一部を取り壊したとき

【お問い合わせ先】　上板町役場　税務課　固定資産税担当　TEL 694−6807

固定資産税 課税標準額×1 .4％＝年税額

固定資産税について固定資産税について

　毎年７月上旬に納税通知書及び納付書を送付いたしますので、お近くの指定金融機関でお納めく

ださい。便利な「口座振替」もあります。

※納税額は３期に分けられていて、納期限は、７月末日・９月末日・12月25日（土・日・祝の場合、

その翌日）です。

※口座振替は、納期限月の末日（土・日・祝の場合、その翌日）に引落しとなりますので、ご注意ください。
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※常に水道メーターを見て、使用水量を把握してください。
　宅内漏水の早期発見になります。
※漏水が見つかったときは、個人負担でお近くの水道工事
　店等に依頼して修理してください。

※メーターボックスの上には物を置かないように
　してください。

転入・転出等で水道を休止・廃止・撤去する場合は、

申請手続きが必要です。

●　お問い合わせ先　●

上板町役場　水道課　TEL 694−6817

次のようにしていただきますと水漏れがわかります。

宅内漏水の見つけ方

1 2 3

パイロット

宅内漏水にご注意ください。

平成25年度　特定健康診査が始まります。
　特定健診は、自覚症状がなく進行する糖尿病・高血圧等の生活習慣病を見つけるチャンスです。健診の結果、

生活習慣病のリスクが高く、また生活習慣病の改善が必要な方には、保健師・管理栄養士などの専門家からの

保健指導が受けられます。この機会にぜひ健診を受けてみませんか。

・平成25年４月１日現在、上板町国民健康保険に

　加入している昭和13年10月１日〜昭和49年

　３月31日生まれの方

上板町国民健康保険加入者の方へ

特定健康診査の対象者

■医療機関で受診

　特定健康診査受診券に同封の県内実施機関一覧表に

　載っている医療機関で受診できます。

■上板町農村環境改善センターで受診（集団検診）

　平成25年10月23日（水）

　　受付時間　午前８時30分〜午前10時

　平成25年12月５日（木）

　　受付時間　午前８時30分〜午前10時

■人間ドックで受診

　上板町国民健康保険やJA等が実施する「人間ドック」

　を受診する際に、人間ドックと特定健康診査の内容を

　同時に実施できます。

受診回数は１回です。いずれかの方法で受診してください。

特定健康診査の受け方

・平成26年１月31日まで

特定健康診査の受診期間

対象者には７月上旬に受診券を送付します。

４月２日以降に国保に加入した方で特定健

診の受診を希望される場合は、お問い合わ

せください。

ただし、昭和13年10月１日〜昭和14年３月

31日生まれの方は９月30日まで

平成25年度　特定健康診査が始まります。

　児童手当受給者の方に「現況届」の案内を送

らせていただいております。

　まだ提出されていない方は、至急役場福祉保

健課へ提出をお願い致します。

　この現況届の提出がないと、6月分以降の手当

が受けられなくなる場合がありますのでご注意

ください。

７月は、固定資産税（１期）・国民健康保険税（１期）の

納付月です。

転出・婚姻等、世帯状況に異動があった場合でも、自

動的に解約とはなりませんのでご注意ください。

※口座振替をご利用の方は納期限の前日までに口座へ

ご入金ください。

※口座振替契約を解除する場合は解約手続きが必要です。

納期限は７月31日（水）です。

納め忘れのないよう注意しましょう。

● お問い合わせ先 ●

上板町役場　福祉保健課　TEL694−6810

まず、家中の蛇口を全て閉
めましょう。

次にメーターボックスのフ
タを開けてメーター器を見
ます。銀色か赤色の星のよ
うな形のもの（パイロット）
を確認しましょう。

もしパイロットが回ってい
たら、宅内のどこかで漏水
している可能性があります。

1

2

3
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　ダニにかまれることによって、感染症にかかることが知られています。徳島

県では「日本紅斑熱」「つつが虫病」「重症熱性血小板症候群（SFTS）」の発生

が確認されています。これらの感染症は、草むらややぶなどに生息している一

部の「マダニ類」「ツツガムシ類」にかまれることによって感染します。

「ダニ」といっても、食品などに発生するコナダニや衣類や寝具に発生する

ヒヨウダニなど家屋内に生息するダニとは種類が異なります

・長そで、長ズボン、足を完全に覆うくつを履き、手袋を着用、

首にタオルを巻くなど、なるべく肌の露出を少なくする。

・タオルや脱いだ上着などは直接地面に置いたりしない。

・マダニは満足するまで数日間以上

吸血し血を吸い続けますので、無

理に引き抜かず医療機関で処置を

してもらってください。

・かまれた後１〜２週間は、発熱、

発疹、下痢等症状が現れた場合は

速やかに医療機関を受診してくだ

さい。「野山に出かけた」または

「ダニにかまれた」ことを伝えて

ください

草むらややぶなど、
ダニの生息する場所で活動する場合

ダニにかまれたら

フタトゲチマダニ
（成虫　２〜３㎜）

活動したあとは
・ダニにかまれていないか確認する。（脇の下、足の付け根、

首、膝の裏、脇腹、頭髪部など）

　（ダニにかまれても、痛みやかゆみはあまりなく、気づか

ないことが多いようです。）

ダニによる感染症に注意しましょう

草むらややぶなど、
ダニの生息する場所で活動する場合

ダニにかまれたら

活動したあとは
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保健師からのお知らせです保健師からのお知らせです

 「徳島県予防接種広域化」により、上板町内の医療機関に加えて、町外にかかりつけ医がある方は、町

外医療機関で予防接種を受けることができます。

 予防接種の対象者には、個人通知をいたしますので、通知が届いたら保護者の方は医師と相談をして接

種計画を立てて受けましょう。

　平成 17 年から平成 21 年の積極的な勧奨の差し控えにより、予防接種を受けられなかったお子様には、

順次通知をしております。

　平成 25 年度の通知対象者は、次のとおりです。

　○１期における３回の接種が受けられなかったお子さんへの通知は、平成 17 年４月２日から平成 18 年

３月 31 日生まれの方

　○２期接種が受けられなかったお子さんへの通知は、平成７年４月２日〜平成９年４月１日生まれの方

ヒブ（Hib）・小児用肺炎球菌・ＢＣＧ・４種（百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ）

混合・不活化ポリオ・３種（百日咳・ジフテリア・破傷風）混合・２種（ジフテリア・破傷風）

混合・麻疹風疹混合（麻疹・風疹単独も可）・日本脳炎・子宮頚がん予防ワクチン

定期

＊＊＊　熱中症の予防には、水分補給と暑さを避けることが大切です。　＊＊＊

お問い合わせ先　　上板町役場　福祉保健課　TEL 694−6810

意識の確認

水分を自力で
摂取できるか

救急隊を要請

①　涼しい場所への避難①　涼しい場所への避難

②　脱　衣　と　冷　却

⑤　医 療 機 関 へ 搬 送

②　脱　衣　と　冷　却

④　症状が改善しない場合

③　水分・塩分の補給

意識はある

水分摂取

できる　

意識がない

呼びかけに対し

返事がおかしい

水分を自力で

摂取できない

回復しない場合は

医療機関へ

❸　熱中症になったときには

▼

❷　熱中症の予防法

日傘・帽子の使用 ・ 涼しい服装を心がける ・ 水分をこまめにとる ・ こまめに休憩をとる ・ 日陰を利用◆ ◆ ◆ ◆

・めまい
・立ちくらみ
・筋肉痛
・汗がとまらない

１．軽い症状

・意識がない
・けいれん
・高い体温である
・呼びかけに対し返事が
　おかしい
・まっすぐに歩けない、
　走れない

３．重症

・頭痛
・吐き気
・体がだるい（倦怠感）
・虚脱感

２．中程度の症状

❶　こんな症状があったら

　　熱中症を疑いましょう。

１．子どもの予防接種について

２．日本脳炎

３．熱中症予防について
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７月　保健行事予定表

Ⅰ．健康相談・健康教育

担　　　　当内　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０７／２

保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０８／６

Ⅱ．がん検診（40 歳以上の方）

料　　　　金内　　　　容場　　　　所受付時間月／日

１，５００円乳がん検診（マンモグラフィー撮影）農村環境改善センター８：３０〜１１：３０７／３１

該　　当　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

１歳までの乳児
Ｈ２５．２．１１〜 H２５．５．２４生まれ

股関節脱臼健診農村環境改善センター１０：３０〜１１：００７／２４

Ⅲ．乳幼児健康診査・育児教室

　１．股関節脱臼検診・ブックスタート

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２５．２．１１〜Ｈ２５．５．２４生まれ
離乳食教室・赤ちゃんの成長発達と事
故予防・身体計測

農村環境改善センター９：３０〜９：４０７／３０

　２．のびのび子育て教室

平成25年７月分 市外局番は（088）です。

在 宅 当 番 医

�担当時間�　平日１８：００〜２２：３０　　休日９：００〜２２：３０

■担当時間外の深夜の救急病院の情報は板野西部消防組合にお問い合わせください。
　お問い合わせ先　　板野西部消防組合「救急病院問い合わせ電話」（TEL６７２−０１９８）
　※上記当番医は、都合により変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

徳島こども救急電話相談

　お子さんの夜間の急病時に小児救急医療機関へ行くべきかどうか迷ったらぜひ「徳島こども救急電話相
談」に電話してみましょう！！

　お問い合わせ先　　TEL  ＃８０００（携帯電話、プッシュ回線をご利用の場合）
　　　　　　　　　　TEL  ０８８−６２１−２３６５（ＩＰ電話、ダイヤル回線等をご利用の場合）
　※相談時間：毎日夕方６時から翌日の午前８時まで

※休日・夜間救急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。
� ��������������������������������������������������������������������������������������

６９８−２６２５片 山 医 院7/1 ㈪

６９８−８８０８新 居 内 科2 ㈫

６９８−０１２３田 根 内 科 胃 腸 科3 ㈬

６９８−８８８７い の も と 眼 科 内 科4 ㈭

６９７−２２２１北 島 こ ど も ク リ ニ ッ ク5 ㈮

６９２−７２２８富 本 小 児 科 内 科6 ㈯

６９３−１０２１杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク7 ㈰

６９７−２３２３つ か さ ク リ ニ ッ ク8 ㈪

６９７−３２１３中村耳鼻咽喉科クリニック9 ㈫

６９８−９６２９健生きたじまクリニック10 ㈬

６９８−５１０８こ ま つ ば ら 整 形 外 科11 ㈭

６９７−２３２２ルナウイメンズクリニック12 ㈮

６９２−０３３３中 山 産 婦 人 科13 ㈯

６９３−３０２０増 田 ク リ ニ ッ ク14 ㈰

６９２−１２７７小 松 泌 尿 器 科15 ㈪

６７８−７１４１く ぼ 小 児 科 ク リ ニ ッ ク16 ㈫

６９２−９７７０香 川 内 科17 ㈬

６４１−４１４１森 本 医 院18 ㈭

６４１−２２８８中 川 整 形 外 科19 ㈮

６４１−１７１２中 屋 眼 科20 ㈯

６７２−０１７４竹 本 内 科21 ㈰

６４１−３１１１水 井 医 院22 ㈪

６９２−５７５７稲 次 整 形 外 科 病 院23 ㈫

６９２−２３１７浜 病 院24 ㈬

６９２−６１１１安 芸 内 科25 ㈭

６９２−８９００清 水 内 科26 ㈮

６９２−４７７１内科クリニック・オクムラ27 ㈯

６７２−１１８５井 上 病 院28 ㈰

６９２−９２１１わ た な べ 皮 膚 科29 ㈪

６９２−２４０３奥 村 医 院30 ㈫

６９２−８１１８山 田 眼 科 藍 住31 ㈬
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